
令和６年度 社会体育実習 実施要項 

 

公益財団法人福岡県スポーツ振興センター 

 

１ 実施目的 

  将来、公共スポーツ施設等の指導員等を目指す学生に対して、スポーツを通じて人々の健康や生き

がいづくりを手助けできる人材育成のために、社会体育実習を実施することとする。 

 

２ 実習資格 

  大学等において、所定の単位を修得しており、将来、公共スポーツ施設の指導員等を目指す学生 

 

３ 実施場所 

福岡県立スポーツ科学情報センター 

 

４ 実施期間・期日 

  原則として２週間（月曜休み）総実習時間９６時間程度とする。 

 

 

 

 

 

※期間・期日の変更に関しては、本センター（企画情報係）まで相談すること。  

 

５ 募集及び申込方法 

（１）本センター（企画情報係）が、HP「ふくおかスポネット」に社会体育実習の「実施要項」「実

施要領」「申込書」「誓約書」「実習希望者一覧」を掲載し、募集を開始する。 

（２）申込者は、本センター(企画情報係)へ事前に連絡をする。その後、申込者は「社会体育実習申

込書」「誓約書」「実習希望者一覧」に必要事項を記載し、所属学校からの必要文書等（各学校

様式）を添えて（公財）福岡県スポーツ振興センター所長に提出する。また、申込者は、実習

前日までに実習費として１名につき 5,000 円を下記口座に入金する。 

 

振込銀行 福岡銀行 月隈支店  

口座名義 公益財団法人福岡県スポーツ振興センター 理事長 

口座番号 普通 ４０７６０３ 

 

（３）センター所長は実習希望者が所属する学校に受入れの可否等を通知するとともに、学生の受け

入れに関して必要な事項を通知する。なお、1 校あたり１～３名の受入れを原則とする。 

 

 

第１期 令和６年 ６月１８日（火）～ ６月３０日（日） 

第２期 令和６年 ７月 ９日（火）～ ７月２１日（日） 

第３期 令和６年 ７月２３日（火）～ ８月 ４日（日） 

第４期 令和６年 ８月２０日（火）～ ９月 １日（日） 

第５期 令和６年１０月２９日（火）～１１月１０日（日） 

 



６ 実施方法 

（１）社会体育実習の日程及び場所はセンター所長の決定に基づき、学生が所属する学校の社会体育

実習指導教官があらかじめ学生に指示する。 

（２）1 日の社会体育実習時間は、8：30～17：15 または 12：45～21：30 とする。その際、昼休み

の時間を 1 時間設けるほか、センター職員の休憩時間に準じて休憩させる。 

（３）学生が社会体育実習に遅刻・欠席したとき、その他教育上の指導を必要と認めたときは、セン

ター職員は、速やかに社会体育実習指導教官に報告するものとする。 

（４）センターは、学生に対する教育上の配慮に基づく指導が必要であると認められたときは、当該

学校の社会体育実習指導教官と協議のうえ、社会体育実習の打ち切りその他の必要な措置を講

ずるものとする。 

 

７ 誓約書内容の遵守 

  社会体験実習に参加するには、誓約書の提出を必要とする。なお、誓約書の内容は遵守しなければ

ならない。 

 

８ 学生の社会体育実習状況等に関する報告 

  センター職員は、学生の実習状況について、社会体育実習指導教官に報告するものとする。 

 

９ その他 

  この要項に定めるものの他、必要な事項は、センターが定めるものとする。 

 

 

 


